
特定健診・特定保健指導の   

趣旨・概要について  

厚生労働省保険局   



医療構造改革における生活習慣病対策の推進について  

○ 近年、我が国では、中高年の男性を中心に、肥満者の割合が増加傾向にあるが、肥満者の多くが、糖尿病、高血圧   
症、高脂血症等の危険因子を複数併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や脳血管疾患を発症する危険が増大する。  

○ このため、内臓脂肪型肥満に着目した「内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）」の概念を導入し、国民の   
運動、栄養、喫煙面での健全な生活習慣の形成に向け（「1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」） 
、  国民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図る「健康づくりの国民運動化」を推進するとともに、必要   
度に応じた効果的な保健指導の徹底を図る「網羅的・体系的な保健サービス」を積極的に展開する。  

＜具体的な取組＞   

険者による保健事業の取組強化   

○ 健診未受診者の確実な把握、保健指導の徹底、   
医療費適正化効果までを含めたデータの蓄積と効果   

の評価といった観点から、医療保険者による保健事   

業の取組強化を図る。   
→ 医療保険者に糖尿病等の予防に着日した健診・  

保健指導の実施を義務付け  

健岬・効率イヒ  

○ 内臓脂肪症候群等の該当者・予備群に対する保健   

指導を徹底するため、効果的・効率的な健診の実施   
により、該当者・予備群の確実な抽出を図るととも   

に、健診の結果を踏まえ、保健指導の必要度に応じ   

た対象者の階層化を図り、動機づけの支援を含めた   
保健指導プログラムの標準化を図る。  

都道府県の総合調整機能の発揮と都道府県健康増進計画の内容充実  

○ 都道府県が総合調整機能を発揮し、明確な目標の下、医療保険者、事業者、市町村等の役割分担を明確にし、   

これらの関係者の連携を一層促進していくことが必要。  

このため、都道府県健康増進計画について、地域の実情を踏まえ、糖尿病等の有病者・予備群の減少率や糖尿   

病等の予防に着日した健診・保健指導の実施率等の具体的な数値目標を設定し、関係者の具体的な役割分担と連   

携方策を明記するなど、その内容を充実させ、総合的な生活習慣病対策の推進を図る。  

糖尿病等の有病者・予備群の減少  
の向上  
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1．医療費適正化の考え方  

生活習慣病に  

起因する匡鹿  
妻の減少  

一定の基  

準に該当  

する者  

2．医療責適正化の根拠  

リスク要因の減少による医療責減少の根拠  保健指導による生活習慣病リスク要因減少の根拠   

○三重県の政管被保険者の調査（約2フ800名）  

肥満、血圧、脂質、血糖の4項目の健診結果に異常が多  
かった人ほど、10年度の患者1人当たり医療責が高くなり、  
中でも4項目全てに異常があった人は、異常が全くなかっ  
た人に比べて約3倍（14万円→45万円）。  

○社会保険健康事業財団  

健診の結果、要保健指導となった者に対して12ケ月程度  
の期間を通じて2～3回の面談のほか、適時、電話等による  
助言やフォローを実施することでリスク数が減少。  

（有病者が約40％減少、予備群が約30％減少）  

○宮城県大崎保健所管内に住む40～79歳の国保加入者  
の調査（約3万人）  

1995年1月から2003年12月31日までの9年間追跡すると、  
BMI25以上の肥満、喫煙、運動不足の3つのリスク全てが  
該当する者の医療責は、リスクが無い者に比べて43／7％増  
加。肥満と運動不足の2つが該当する者は約17％増加。  
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3．法律上の構成  

健診の対象   保健指導の対象   医療費適正化計画における目標   

法 律   特定健康診査とは、   特定保健指導とは、   医療費適正化計画において、「国  

「糖尿病その他の政令で定   「特定健康診査の結果により   
民の健康の保持の推進に閲し、国  

める生活習慣病に関する健  健康の保持に努める必要があ  が達成すべき目標に関する事項」  

康診査」（第18条第1項）  る者として厚生労働省令で定  を定める。（第8条第4項第1号」第9  

めるものに対し、保健指導に関  条第2項第1号）  

する専門的知識及び技術を有  

する者として厚生労働省令で  「特定健康診査等実施計画」にお  

定める者が行う保健指導」（第  いて、保険者は、「特定健康診査等  
18条第1項）  の実施及びその成果に関する具体  

※健診項目としては、現行  的な目標」を定める。（第19条第2項  
の老人保健事業の基本健  第2号）  

診からは大幅には変わらな  
※具体的には、メタポリツクシ  

いものとする。  
ンドローム（内臓脂肪症候群）  

の該当者・予備群を対象とする。            ※具体的には、メタポリツクシンド  

非肥満の高血圧等の者につ   ローム（内臓脂肪症候群）の該当  

し＼ては、当面は、努力義務とし  者一予備群を2015年度までに25％  

て保健指導を実施。   減少することを目標とする。   

3   



メタポリツクシンドローム（内臓脂肪型肥満）のリスク数の改善に関するデータ  

予備群   該当者   リスクなし  保健指導の内容   

社会保険健康事業財団健康増進コース・フォロー  72人－→50人  53人→31人  
アップコースの結果（メタポリツクシンドロームのリス  話等による助言やフォローを実施。   

ク数に着目した集計）  （31％減少）  （42％減少）   
（N＝283）  

14人 →  ナるメタポリツクシンドローム対策として、20～40歳代の肥満者（男性）を対   
あいち健康の森健康科学総合センターの研究（職   22人 一→ 2  人 →19人  7％減少）   （64％減  の期間中、メール等を使用して個別相談や助言、フォローを行つとともに、  
効果）（N＝59）  開始時と終了時に2回の集団型教室を実施。   

岩手県矢巾町（6ケ月後）   
人→10人  

間、月1回のペースで個別相談を行い、その間に集団健康教室2回、通信   
（国保ヘルスアップモデル事業）  108人 →1  

8％減少）   21人→1 （38％減少  
（N＝151）  

マノ」、－ル」、角」－・  
石川県小松市（平成15年度、6ケ月後）  

人→17人  
（国保ヘルスアップモデル事業）   178人 →1  

4％減少）   
11人→6 （46％減少   マン支援型」では、生活習慣改善にむけ、自己管理ができ、自ら生活習慣   

（N＝226）  組める者を対象に1対1のカウンセリングを中心とした支援。  

支援型」では、仲間とともに生活習慣改善の継続をしていくことから、グルー  
クスを活用したグループによる個別支援。  
子メール等の通信手段により、双方向性をもった個別支援  

試算の前提条件  

注1）メタポリツクシンドローム（内臓脂肪型肥満）の診断基準に基づき、リスク0～1、リスク2、リスク3～4をそれぞれ「リスクなし」、「予備群」、「該当者」と区分した。  
注2）社会保険健康事業財臥岩手県矢巾町、石川県小松市、福岡県宇美町については、生活習慣病予備群（概ね老人保健事業における基本健康診査の結果の要指導者）に対する支援の結果を、メタポリツクシンドローム  
（内臓脂肪型肥満）のリスク数に着目し再集計。   

◎その他の保健指導の効果に関する評価  

改善評価   内容   

北海道札幌市（平成15年度国保ヘルスアップ）  ・BMI25以上の者のうち 2以上の低下を示した者 5朋（4／72）   －ス」：自宅又は自宅周辺にて自分に適した運動を自主的に行うもの。   
国保ヘルスアップモデル事業に参加した者のう  

ち、116名（男性37名、女性79名）を対象に評価   
分、遇3回程度実施。   

者のつち脂質、血圧、血糖、BMlのいれかについて要 以上の  
福島県二本松市（平成14年度国保ヘルスアップ）  ・介入前後での医療辛増加率は、対照群で24．2％であるのに対して、介入群    にわたり、概ね2週間に1回、計10回の教室を開催。個別アセスメントと目   
（介入群、対照群とも184名男性49名、女性135名）  （伸び率は約2．7倍）   個別相談（保健・栄養・運動）と集団による運動指導（4回）を組み合わせて   

神奈川県藤沢市（平成14年度国保ヘルスアップ）  ・平成14年度に介入した者と対照群の平成用年度と平成16年度の医科入院外医療♯  の健康相談（コース1：469名）、食生活支援（コース2：154名）、運動トレー   
（介入群978名、対照群4570名）   を比較すると、対照群ではほぼ横ばいであったが、介入群では2．4％の減′  めた総合的なプログラム（コース3：356名）を実施   

兵庫県尼崎市（平成15年度）  
団教育2回、30分程度の個別指導一回と、電話又は面接によるフォローを実   

（N＝127（市職員））  
ノl  



国、都道府県、市町村、医療保険者による生活習慣病対策の推進について  
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生邁習慣病対策の堆進体制の鹿藍  

医療保険者  都道府県   

○健診・保健指導の  
○科学的根拠に基づく効  
果的なプログラムの提示  
・標準的な健診・保健指導  

プログラムの策定 等   

○総合的な生活習慣病対  

策の基本的方向性・具体  
的な枠組みの提示   

○都道府県の取組支援  
・都道府県健康増進計画改  

定ガイドラインの策定  

・都道府県健康・栄養調査  

マニュアルの策定 等  

○健康づくり施策の総合   

的な企画と関係者間   

の協議調整   

実施（ハイリス  
アプローチ）  

・健診・保健指導   

の徹底  

実施結果に基づく  

データ管理  

保険者協議会  

地域・鞍域連携推進協議会  

○健康増進計画の内容   

充実（新しい健康増   

進計画）   

・目標値の設定  

・関係者の具体的な  

取組   
・評価  

市町村  

○健康づくりの普及   

啓発（ポピュレー   

ションアプローチ）  

○がん検診等の実施  
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集団の偵圭J東実態状況の把‡屋  
男女別年代別健診有所見1犬；兄  
内臓脂肪症l奏群（メタポリッウシンドローム）苫屋当者のリスクの重複状況  
生活習†貫の状ユ兄  
被保険者数及び健！珍受雷参奇数のピラミッド、†娃！珍受吉参畢  

・支I差別保（廷指導実方缶奴及び実施率  
※2年目より（前年度の保健掃き澤の評価項目を追加）  

て＝〇  
半11定   

（⊃1建診結果（内月蔵脂肪症l真群に係るリスクの彗改）   

○災開票（治療匠、喫煙その他生三吉智恨など）   

○生活習慣上の亘果遇の有無とその内容 等  

保
健
相
潟
対
象
者
の
 
 
 

選
定
・
悔
層
化
 
 

具体的な保健指導（例）  

てよ＝ユ7  
健診受診者全員   †吉報提供   

○ 生活習慣病の特性や生活習慣の改善に関する   
基本的な理解を支援する。  

○ 個室診祭吉果の提供に合わせて、全員に個別のニーズ、   

生活習慣に即しナこ情報｝是供を美方包する。   

1亮j紐王是供の内容  
・健診紹黒から身†本状況をⅠ里解し、   
生活習慣との関連が言君邑哉できるための内容  
・健康や生活習慣病に対する哩解を深めるための内容  
（偏重診データ、生；舌習慣に照らし合わせた4考案展望を含む）  

・生活習慣の改善に関する基本的な内容、方）去  
既存のサービスや社会資源  

対象者ごとの一汁同作成  
伍至診結果と芦拝細な質問票で  
行動変容の準備状態を把手屋  ＜リスクが出現し始めた段階＞ 原則1回の支楳  

馴＊膳づけ奇相の内容  
・†建≡珍結果から身†本1犬ユ兄をⅠ豊解し＿  
生活習†貫との間違が胃忍邑散できるための内容  
低価的な生活習慣へ行動変容の必要性を理解するための内容  
具体的かつ実現可能な行動が】盟択できるための支‡豊  
行動日‡宗の雇旦定  
喜平価の時期の設定  等  

積雷垂的支書芸   

準備段階にあわせ  
てI国別の目‡扁を言受  
定し、具体的で実現  
可能な行動の素姓紙  
を支書芸する。  

動機づけ支霊采   

生5舌習†真の改善に  
対する個別の目‡宗を  
害受定し、白田】努力に  
よる行動変容が可  
肯ヒとなるような動機  
づけを支I呈する。  

くリスクが更なり出した段階＞ 3－6ケ月琴量産の支I扁期間  

技拉丘1三船自室  
・イ建診竃漕黒から身†本状三兄を嘩解し、   
生；舌習慣との関連が害忍雲散できるための内容  
・対象者が行動変容を自ら退竪択し、   
継続実践ができるようにするための内容  

・行動変容の効果を緒言忍し、継続しうる日4宗設定  
・評価の時期の設定               等  

∴ ・  ∴「・  
対象者ごとの評価  

」こ＝♭  
○アウトプット（事業案施景）吾平価 実施回呈女や参加人数等  
（⊃アウトカム（紹乗）喜平価   

糖尿病等の有病者・予備群の減少率t保個皇指導効果の評†  

（⊃プロセス（過程）j沖価  
○イ珪庸I主の改善効果と医療ま適正化効果    等  
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医療保険者による後期高齢者医療支援金の加算・減算  

＜加算・減算の方法＞  

①目標の達成状況の数値化   

○基となるデータ   

・特定健診の受診率（又は結果把握率）   

・特定保健指導の実施率（又は結果把握率）  

・目標設定時と比べた内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率   

②各医療保険者（政管等は各都道府県支部ごと）間の数値を比較し、高い保険者については   
後期高齢者医療支援金の減算、低い保険者については加算を行う。   
医療保険者全体を通じた減算額と加算額は同額。  
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高齢者の医療の確保に関する法律（粋）  

（特定健康診査等基本指針）  

第十八条厚生労働大骨は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同   
じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるもの   
に対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以   
下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものと   

する。  
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施方法に関する基本的な事項  
二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項  
三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項  

3 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければ   
ならない。  

4 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長   
に協議するものとする。  

5 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。  

（特定健康診査等実施計画）  

第十九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごとに、五年を一期として、特定健康診査等の実施に関する   
計画（以下「特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとする。  

2 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
－ 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項  
二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標  
三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項  

3 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  
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（特定健康診査）  

第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に   
対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明す   
る書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、   
この限りでない。   

（他の法令に基づく健康診断との関係）  

第二十一条保険者は、加入者が、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の法令に基づき行われる特   
定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前   
条の特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする。  

2，労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施す   
る責務を有する者（以下「事業者等」という。）は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合   
において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。   

（特定健康診査に関する記録の保存）  

第二十二条保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該   
特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書   
面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の規定により特定健康診査   

若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。   

（特定健康診査の結果の通知）  

第二十三条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の   
結果を通知しなければならない。第二十六条第二項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合に   
おいても、同様とする。  
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（特定保健指導）  

第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うも   
のとする。   

（特定保健指導に関する記録の保存）  

第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定   
保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受け   
た場合又は第二十七条第享項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様と   
する。  

（概算後期高齢者支援金）  

第百二十条前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保   
険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る   

加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係   
る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。  

2 前項の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項について   
の達成状況、保険者に嘩る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところに   

より算定する。   

（確定後期高齢者支援金）  

第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域   
連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係る   

加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る加   
入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。  

2 前項の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項について   
の達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより   
算定する。  
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個人情報の保護に関する規定  

法（20年4月施行部分）   ◎健康保険   

（秘密保持義務）  

第百九十九条の二保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘   
密を正当な理由がなく漏らしてはならない。  

第二百七条の二第百九十九条のこの規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に   

処する。  

◎国民健康保険法（20年4月施行部分） 

第百二十条の二保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関   
して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する   

◎高齢者の医療の確保に関する法律（20年4月施行）  

（秘密保持義務）  

第三十条第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その者が法人である場合にあ   

っては、その役員）若しくはその職員又はこれらの看であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由   
がなく漏らしてはならない。  

第百六十七条第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

2（略）  

（注‥各保険者は、健保法等により守秘義務違反の罰則が規定され七いることから、高齢者医療法では、委託を受けて健診   
等を行う者のみを対象としている。）  
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医療保険者に対する公糞助成  

●国民健康保険法（平成20年4月施行分）（関連規定のみ抜粋）  

条の五  第七十   

齢者の  高   

●健康保険法（平成20年4月施行部分）（関連規定のみ抜粋）  

第百五十四条の二国庫曙、第百卓十一条及び前二条に規定する責用                                                                                       ■   ▲．．．．＿．．＿ ▲ ＋ ＿■■＿   ▲  一L ■  一．．．．＿ ＿    ∵   ■   ■●  ：：＿ ＿ ‥  ＿－■＿ ■「一一  

恵善顔詰おし寺享億康保碧若草緒行に要撰鵠  
のほ  

、  
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